
キ

i
E
悶
母
一
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司
コ
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一
4
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句
司
一
周
一
司
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載
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中
小
商
工
業
者
税
負
携
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題
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事
博
士
神
戸
正
雄

利
子
生
産
力
誌
に
つ
い
て
:
・

j
i
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・
文
空
博
士
高
田
保
馬
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+
書
岨

m
M開
M
胆

我
が
闘
に
於
け
る
地
震
保
険

日
U
2
3
ト
ド
、
ゴ
豆
、
，
.
、
ノ
ミ
伊
圃

正
H
町、記
4
4パレ
u
v
d
i
v
v
( 諭

同
日
章
一
博
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小
品
昌
太
郎

樗
滑
愚
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口
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い
し
司
点
Y
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冊

中
立
貨
幣
の
理
論
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:
・
・
・
・
:
j
i
-
-
怪
湾
宰
士
一
谷
藤
一
郎

日
本
に
於
げ
る
金
魚
替
本
位
制
の
濫
傍
・
-
短
時

24
士

松

岡

孝

児

高
民
経
済
皐
と
園
民
経
済
皐
・
:
:
・
・
:
輝
君
で
主
白
杉
庄
一
郎

売
九

読

!I~ 

モ
ー
ル
ト
ン
の
蓮
轍
統
制
論
・
:
:
:
・
:
・
融

~
r
t
吉

川

貫

二

所

得

税

に

閥

ナ

る

若

干

の

問

題

-

極

君

主

柏

井

象

雄

新
着
外
園
経
済
雑
誌
主
要
論
題
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針縫

-
、
序

冨

ひ
ら中
れ日立
、貨

幣

の

概

念

は

、

約

四

十

年

前

、

(

内

-
J
H
J
n
r
月
一
一
)
に
よ
り
始
め
て
用

そ
の
後
、
往
々
之
を
用
ふ
る
も
の
め
b
し
も
最
近
に
至
っ
て
特
に
多
く
、
従
っ
て
貨
幣
、
金
融
理
論
文

献
の
上
に
屡
冷
現
は
れ
る
こ
と
〉
な
っ
た
。
然
し
そ
の
概
念
は
著
し
〈
明
確
性
を
銑
き
、

(
口
町
己
門

E
-
2
の
町
一
己
)

ヴ
ィ
ク
ゼ

y

そ
の
意
味
す
る
曹
と
こ
ろ

は
必
十
し
も
同
じ
で
な
い
。

こ
の
概
念
を
用
ふ
る
殆
ん
ど
椋
べ
て
の
皐
者
は
、
中
立
貨
常
と
は
経
神
過
程
(
者
三
回

n
g『

仲
間
同

σ
r
s
こ
日
苛
よ

，M
品
H
F
h引

rず
，

る
捷
鼠
(
切
5
2
=唱
ロ
)
を
惹
き
起
き
Y

る
貨
鮮
な
り
、
と
定
義
し
て
ゐ
る
如
く
で
あ
る
。
然
し
こ
の
場
合
、
貨
幣

そ
れ
が
如
何
な
る
形
態
に
於
て
現
は
れ
る
か
、
ま
た
ぞ
の
揖
乱
作
用
は

の
費
す
揖
刷
仙
の
原
因
は
何
慮
に
あ
る
か
、

-
貨
幣
の
本
質
上
必
然
的
な
る
も
の
か
、
等
の
問
題
が
明
瞭
に
論
究
せ
ら
れ
ぎ
る
限
hJ
、
中
立
貨
幣
の
概
念
を
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
冷
は
先
づ
中
立
貨
幣
に
闘
す
る
若
干
の
無
批
判
的
な
る
見
解
を
吟
県
し
、

K. WickseU: Geldzins u. Guterpreise， 1898， S. 93・

L. Bortkiewicz: "Die Frage der Reform unserer ¥iVahrung US¥¥'." Brauns 
Annalen， Bd. 6， '9'9， S. 57 u. 59・W.G. Be1uens: Das Geldschopfungspr-
oblem， '928， S. '57・
F. A. Hayek: Celdtheorie ~l. Konjunkturtheorie， 1929.. l C. Koopmans: "ZU~ 
Problem des ，neutralen' Geldes，" Beitrage ZU1" Geldt b EοriE:， 1933， S. 211 伍

21 

3) 



次
に
主
と
し
て
ゴ

I
プ
マ
ン
に
従
び
て
中
立
貨
幣
の
理
論
を
展
開
し
、
最
後
に
之
に
就
き
二
三
の
な
見
を
つ
け
加

へ
度
い
と
思
ふ
。

二
、
中
立
貨
幣
に
関
す
る
無
批
判
的
見
解

ν
プ
ケ
(
さ
・

M
g
Z巾

)
、

マ
l
y
(〉
-

Y
円
山
町
『
)
は
共
に
経
済
過
程
、
特
に
物
債
の
上
に
何
等
の
揖
乱
を
膏
さ
ヨ

る
貨
幣
ケ
巾
立
貨
幣
と
栴
し
て
ゐ
る
o

然
し
そ
の
性
質
を
明
確
な
ら
し
な
ぺ
き
根
本
的
な
る
諸
問
題
に
は
敢
て
立

に
封
す
る
意
味
に
於

も
入
ら

F

フ
と
は
サ
4
7

、
単
に
貨
幣
政
策
上
、
債
値
の
安
定
せ
る
貨
幣

(42奇

g
z
z
p
E
)

て
の
中
立
貨
幣
の
問
題
か
ら
出
脱
税
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

ν
プ
ケ
は
、
彼
の
著
「
恐
慌
と
景
気
費
動
」
に
於
て
、
信
用
統
制
の
目
的
に
就
い
て
の
問
題
に
闘
聯
し
て
、
都
掛

祉
舎
の
均
衡
般
態
を
撹
乱
す
る
原
因
を
除
去
す
る
に
過
す
と
認
め
し
二
つ
の
手
段
、
卸
ち
貨
幣
債
値
の
安
定
と
、

中
立
貨
併
に
就
い
て
説
明
を
加
へ
て
ゐ
る
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
に
従
へ
ば
、
中
立
貨
幣
と
は
生
産
機
構
、
債
格
構

成
の
上
に
、
何
等
の
撹
乱
を
鷲
さ
ゾ
る
貨
幣
で
あ
る
。
而
し
て
中
立
貨
幣
を
目
標
と
せ
る
政
策
が
、
何
故
に
望
ま

し
き
も
の
な
る
か
の
問
題
を
詳
細
に
論
や
る
こ
と
な
く
、
た
げ
〉
か
L

〉
る
政
策
は
貨
幣
債
値
安
定
の
政
策
よ
り
も
、

貨
幣
量
を
活
か
に
巌
重
に
不
費
に
維
持
す
る
|
即
ち
原
則
と
し
て
は
一
定
不
器
使
に
保
ち
、
仁
三
例
外
的
に
貨
幣
量

を
麺
化
せ
し
む
る
ー
ー
を
要
す
る
も
の
な
り
と
主
張
す
る
の
で
め
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
債
値
の
安
定
せ
る
貨
幣
と

中
立
貨
幣
と
は
、
た
ぎ
程
度
の
相
違
に
止
ま
る
が
如
く
で
あ
る
。

中
守
山
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

ju 

六
へ
九

第
五
波

W. Ropke・K:riseu. Konjunktur， I9~:3 ， S. 108-[09・



申
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

六
九
O

第
五
競

ブh

次
に
マ

1
Y
は
、
「
中
立
貨
幣
か
、

債
値
安
定
貨
幣
か
」
と
い
ふ
彼
の
論
文
に
於
て
、

次
の
如
〈
是
等
二
つ
の

貨
幣
政
策
の
目
的
の
相
遣
を
明
か
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
即
ち
彼
は
い
ふ
。
「
固
ま
守
二
種
の
、
こ
〉
に
比
較
封
照
せ
ら

れ
る
貨
幣
政
策
の
根
本
的
相
違
は
次
の
鈷
に
あ
る
。
却
ち
貨
幣
の
購
貝
力
(
貨
幣
の
領
値
)
安
定
の
際
に
は
、
尉
の
側

の
原
因
に
よ
h
惹
さ
起
さ
れ
し
物
偵
水
準
の
器
使
動
一
炉
、
貨
幣
の
側
の
そ
れ
に
相
臆
せ
る
錘
化
に
よ
っ
て
相
殺
せ
ら

L
:
7
L
E
E
-
コ
ヨ
う

E
L
J
2

・hatahF司
抗

H
D
n
M
r
・-、、

f
L
t

r「
e
v
f
じ
T
R
1
9
6
ザ
白
石
、
か

I

一、-
d
l
J
唱
1
4
(

守
r乍

l
力

v

i

妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
〈
現
は
し
め
ら
れ
る
と
い
ふ
鈷
に
あ
る
」
左
。

汁
乃

J

川

4
7コ
辛
口
勿
賀
¥
乃
/
ト
ド
自
主
主
を
-
w

u
t
J
1
1
f
1
3
λ
j
f
A
l
i，
時
ゆ

1
4
1
〆

，

t
4
4
5
f
t
E
J
J一
7
k

マ
l
y
が
彼
の
研
究
に
際
し
、
物
債
の
費
動
か
ら
出
殺
し
た
の
は
徐
り
に
問
題
の
範
囲
を
狭
〈
限
っ
た
も
の
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
ん
吋
が
後
に
見
る
が
如
き
物
債
の
安
定
せ
る
際
に
も
亦
、
貨
幣
の
#
中
立
的
現
象
の
存

在
す
る
と
い
ふ
事
情
を
、

7
l
y
は
会
〈
顧
慮
し
な
か
っ
た
ゃ
う
で
め
る
。
或
は
財
の
方
面
か
ら
物
債
へ
の
影
響

営
故
障
な
〈
完
杢
に
作
用
せ
し
め
ゃ
う
と
す
る
彼
の
要
求
は
、
財
の
側
か
ら
の
物
債
費
動
に
闘
聯
し
て
起
る
貨
幣

の
退
離
が
、

こ
の
作
用
l
財
の
側
か
ら
の
物
債
へ
の
影
響
l
の
完
全
接
輝
の
矯
の
妨
害
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
を

hJ
、
従
っ
て
そ
れ
は
相
殺
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
を
意
味
し
て
ゐ
る
、
と
解
す
べ
し
と
設
〈
人
あ
ら
ん
も
、
怠
は

7
l
y
が
こ
の
貼
ま
で
深
〈
立
ち
入
っ
て
考
慮
を
廻
ら
し
七
結
果
な
り
と
は
信
じ
得
ぬ
の
で
あ
る
。

エ
グ
レ
(
巧

-
H
N
E
も
亦
、
中
立
貨
幣
に
闘
す
る
根
本
的
諸
問
題
の
考
察
を
全
〈
放
棄
し
た
。
而
し
て
彼
は
た

ヅ
物
債
韓
動
が
有
害
に
し
て
且
つ
避
け
得
ら
れ
る
限
り
、
ぞ
れ
が
財
の
側
か
ら
賛
さ
れ
る
と
、
貨
幣
側
か
ら
驚
さ

れ
る
と
を
聞
は
守
、
そ
の
原
因
如
何
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
診
除
去
す
る
を
以
て
簡
単
に
貨
瞥
政
策
の
規

A. Mahr: "Neutrales. cder w.ertsltabiles Geld?" Weltwit'tschaftli.ches Archiv， 
Bd. 38. 1933. 5.， 16. 
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範
な
り
と
考
へ
、
か
》
る
規
範
に
適
合
す
る
如
〈
供
給
せ
ら
れ
た
る
貨
幣
を
中
立
貨
幣
な
り
と
信
じ
て
ゐ
名
。
即

ち
彼
は
中
立
貨
幣
の
問
題
を
貨
幣
政
策

ω瞳
系
中
に
見
出
さ
ん
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

エ
グ
レ
は
、
例
へ
ば
物
債
の
下
落
が
穂
ペ
て
の
取
引
の
損
失
を
惹
き
起
し
、
費
用
と
牧
入
と
の
均
衡
が
た
い
〉
誠

資
叉
は
勢
貨
の
引
下
に
よ
っ
て
の
み
建
せ
ら
れ
る
如
き
場
合
ぞ
、
有
害
な
る
物
債
費
動
と
見
る
。
ま
た
避
け
得
ら

る
べ
き
物
債
の
費
動
と
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
量
と
財
の
量
と
の
大
き
の
割
ん
口
の
撞
化
に
よ
っ
て
賛
さ
れ
る
-
も

の
で
あ
る
。

h
y

‘
〉
る
場
人
H

に
貨
併
量
を
増
減
す
べ
し
と
彼
は
説
く
の
で
あ
っ
て
、
被
の
研
究
は
仁
Y
如
何
な
る
賦

態
の
下
に
於
て
、
貨
幣
量
の
増
減
を
必
要
と
す
る
か
の
説
明
に
護
き
て
ゐ
る
。
彼
は
徹
頭
徹
尾
、
貨
幣
攻
策
の
方

法
に
劉
ず
る
基
準
を
興
へ
ん

2
試
み
て
ゐ
る
・
も
の
で
あ
っ
て
、

岡
-
E
P
の
日
閣
は
他
の
愚
者
日
よ
り
中
立
貨
幣
的

供
給
な
り
主
者
へ
ら
れ
て
お
お
も
め

t
は
全
く
異
る
も
mw
で
あ
る
む

要
す
る
に
、

ー
グ
レ
の
詰
明
か
ら
は
、
巌
密
な
る
意
味
に
於
け
る
概
念
は
暫
く
措
〈
と
す
る
も
、
中
立
貨
般
市
の

性
質
密
把
捉
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。

』
イ
エ
グ
が
こ
の
賄
に
就
き
、
特
に
中
立
貨
幣
の
概
念
が
主
と
し
て

理
論
的
分
析
の
潟
に
役
立
つ
べ
き
で
、
決
し
て
貨
幣
政
策
的
規
範
な
り
と
考
へ
ら
れ
で
は
な
ら
札
、
と
強
調
し
て

ゐ
る
の
も
亦
偶
然
で
は
な
い
。

次
に
ス
ア
ュ
ア

1
ト
(
〈
・
日
E
Z
)
は
、
「
?
フ
レ

l
u
v
ョ
ン
問
題
の
中
立
貨
幣
論
的
考
察
」
に
於
て
い
ふ
。
「
貨

幣
経
済
に
於
て
総
べ
て
の
財
及
び
持
務
の
債
格
が
、
宛
も
摩
擦
な
き
自
然
経
捧
l
交
換
に
参
加
什
る
者
が
各
自
の

提
供
せ
る
労
務
に
封
し
、
ま
さ
に
経
梼
状
態
に
相
醸
せ
る
も
の
を
獲
得
す
る
こ
と
の
出
来
る
自
然
経
済
|
に
於
け

中
立
貨
解
の
理
論

第
四
十
一
巻

ノ、

丸ム

第
五
一
蹴

大A

w. Egle: Das 1'l.eutrale Geld， 1933ゅ s.2-3. 
F. A. Hayek: .， Ueber ，neutrales Ge1d‘ Zeitschrifr ftir Na.tionalokonomie， 
Bd. IV. HeFt 5. 1933. S. 659 
G. Kroll: Neutrales Geld u. Kapitalbildung:， 1935， S. 18. 
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申
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

ノ、

九

第
五
披

九
四

る
如
く
に
成
立
す
る
な
ら
ば
、
信
頼
す
べ
き
交
換
手
段
及
び
計
算
皐
位
の
役
割
は
、
貨
幣
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。
貨
幣
が
ぞ
の
役
割
を
、

か
く
の
如
き
方
法
で
果
た
し
て
ゐ
る
な
ら
ば
、
貨
幣
は
中
立
的
性
質
を

そ
の
交
換
手
段
と
し
て
の
職
能
が
債
格
闘
係
を
素
3
午、

掛
的
に
正
賞
な
る
方
訟
で
現
は
す
如
く
交
挽
を
媒
介
す
る
O

H

命
"
:
中
私
(
月
テ
ユ
ア

1

ト
〉
の
見
る
と
こ
ろ
に
従
へ

一
段
勿
賀

K
宇一

4

・‘)「

3
1
iヰ
5
3
4
4
E
E
J
F
F一
工
心
足
り
者
存
立

'FLY-
ゆ
C
訟の

Z
一
L

O

一世

m
y
-
-咋
寸
ト

J

l
言
語
L
-
f
f
J
同
期
日

E
ブ
カ
官
J
Z
l
d
J
t
vド
ィ

E
A
W
r
t
I
一
J
E
v
t

，L

帯
び
る
に
至
る
O

(

然
る
ー
と
る
貨
幣
は
、

債
格
闘
係
を
蛭

r

、、
4
0
 

l
 ス

-
ア
ュ

ア
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
中
立
貨
幣
は
債
値
の
安
定
せ
る
貨
幣
と
金
〈
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の
交
換
手
段
と

し
て
の
一
、
及
び
許
算
皐
位
E

と
し
て
の
貨
幣
の
中
立
性
炉
、
極
め
て
容
易
に
達
成
せ
ら
れ
る
が
如
〈
で
あ
る
。
果
し

て
然
ら
ぱ
、
多
〈
の
他
の
撃
者
が
中
立
貨
幣
の
理
論
の
魚
に
幾
多
の
困
難
と
戟
ひ
っ
〉
あ
る
こ
と
は
、
被
よ
り
す

れ
ば
泊
に
不
可
思
議
な
現
象
と
見
え
る
に
相
違
な
い
。

以
上
、
我
冷
は
中
立
貨
幣
に
闘
す
る
無
批
判
的
見
解
ぞ
窺
っ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
中
立
貨
幣
の
理
論
を
展
開

し
よ
う
。

-
-
一
、
中
立
貨
幣
理
論
の
展
開

中
立
貨
幣
の
理
論
を
展
開
す
る
翁
に
は
、
先
づ
、
何
故
に
貨
幣
は
解
糟
過
程
の
上
に
撹
乱
を
費
す
か
、
そ
の
揖

寵
作
用
は
如
何
な
る
形
態
に
於
て
現
は
れ
る
か
、
ま
た
そ
の
摩
擦
は
貨
幣
の
本
質
上
必
然
的
な
る
も
の
か
、
等
の

問
題
を
吟
味
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
我
冷
は
次
の
如
く
問
題
を
設
定
し
て
、
研
究
を
控
め
る
こ
と
が
便
宜

v. StnaTt: "Das Re日ationspsoblc:mim Lich te der Theorie des 1 nellt1":tlen.' 
Geldes '~， Economic Essays in壬Ionourof Gu叫~l.\' C:J.s.sel， 1934.. p. 607 

5) 



な
り
と
思
ふ
。
印
ち
、

一
、
貨
幣
が
輝
持
過
程
の
上
に
撹
乱
を
典
へ
る
原
因
は
何
昆
に
あ
る
か
。

こ
の
こ
と
を
研
究
す
る
魚
に
は
、
経
樺

世
合
同
に
於
て
先
づ
交
換
手
段
と
し
て
作
用
す
る
貨
幣
の
職
能
か
ら
出
殺
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
第
一
の
問
題
に
封
す
る
解
答
は
次
の
問
題
を
嘆
ぴ
起
す
。

二
、
貨
幣
が
経
樺
過
程
の
上
に
費
す
撹
乱
ば
、
貨
幣
の
職
能
に
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
。
か

-
〉
る
撹
乱
作
用
を
件
は
、
ぎ
る
貨
幣
、
印
ち
所
謂
中
立
貨
幣
は
少
く
と
も
理
論
上
認
め
得
ら
れ
る
か
。

一
一
、
更
に
進
み
て
、

貨
幣
が
経
漕
過
程
の
上
に
部
周
す
拠
出
乱
作
用
は
如
何
に
視
は
れ
る
か
。

前
述
の
如
〈
貨
幣
は
先

づ
交
挽
手
時
な
る
が
般
に
.
号
円
J

軍
司
す
下
目
土
寺
こ
芝
、
耳
目
良
一
『
調
錯
し
一
ι
D
5
0

(
-
T哩

4
J
F
J
I
Aイ

l
-宮
市
山
H

防
h
f
u
F
t
y
E「
・

M
V
1
J
「
同
一
、
J
F司
凹

宇

治

4
1
-
J

4
私
J

M

-

K

、，

I
3
1
L

て
、
貨
幣
側
か
ら
起
る
作
用
が
常
に
一
般
物
侵
水
準
の
上
に
必
や
現
は
れ
る
か
、

叉
は
一
般
物
債
水
準
の
不
襲

な
る
際
に
、
個
冷
の
財
の
相
針
債
格
の
費
動
が
貨
幣
の
側
か
ら
惹
き
起
き
れ
る
か
を
、

e
Q

。

吟
味
す
る
こ
と
う
す

註
前
掲
の
諸
問
題
が
明
か
?
と
な
れ
ば
、
女
に
純
理
論
的
で
は
な
い
が
、
貨
幣
政
策
の
領
域
に
属
す
る
二
つ
の
問
涯
が
生
宇
る
。
即
ち
、

一
、
貨
幣
の
提
飢
作
用
を
除
去
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
貨
幣
を
中
六
的
に
維
推
す
る
こ
と
は
一
般
に
望
ま
し
き
こ
と
な
h
や
否
や
の
問
題
。

乙
の
問
題
は
現
賓
に
物
債
の
場
動
が
め
っ
て
品
、
巾
↓
礼
的
官
、
幣
供
給
の
力
が
よ
り
望
ま
し
き
か
、
ま
だ
中
す
貨
幣
よ
り
も
物
債
の
安
定
を
寧
ろ

選
ぶ
べ
き
か
の
賞
際
問
題
に
関
聯
し
て
ゐ
る
。

二
、
若
し
中
す
一
向
貨
幣
供
給
が
貨
幣
政
策
の
目
標
と
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
ぞ
れ
JT
達
成
ザ
し
む
る
鴛
の
手
段
の
問
題
。

然
し
本
稿
の
目
的
上
、
是
等
二
つ
の
問
題
に
は
鯖
れ
字
、
た
V
前
惑
の
第
一
乃
至
第
三
の
問
題
を
取
扱
ふ
に
止
め
る
。

中
立
貨
幣
の
理
論
的
研
究
の
魚
に
、
以
上
の
如
き
意
味
に
於
て
問
題
を
設
定
せ
し
皐
者
は
極
め
て
少
な
い
の
で

中
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

九

第
五
務

九
五



申
立
貨
幣
の
理
論

第
凶
十
一
巻

六
九
四

第
五
時
馴

:iL 
ノ、

あ
る
が
、

Q
・
C-
内
c
c勺
ヨ
主
同
)
は
‘
こ
の
少
数
皐
者
の
中
に
鷹

』
イ
エ
ク

(一~・〉

-zqnf)
及
び
コ

1
プ
マ
ン

す
る
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。

A

イ
エ
ク
は
、
周
知
の
如

t
、
貨
幣
は
何
時
、
如
何
に
し
て
、
個
々
の
財
の
相
劃
債
格
の
上
に
影
響
そ
驚
す
か
、

而
し
て
如
何
な
る
僚
件
の
で
に
於
て
、

貨
幣
は
個
A
T

の
財
の
相
卦
債
格
の
闘
係
を
奈
さ
な
い
か
の
問
題
を
、

貨
幣
理
論
の
中
心
問
題
と
し
て
認
め
た
の
で
あ
る
。

現
代

彼
ほ
か

t
の
如
〈
問
題
伝
一
臆
設
定
し
た
の
で
あ
る
炉
、
尺
一
品

日
干
の
問
題
に
既
設
d

蹴
系
的
説
明
df
試
み
や
う
と
は
し
な
か
っ

。

:(ft 
(立
1~1' 

、/

ブえ

の
刊
行-

1.'" 

「
岡
氏
鰹
糟
雑
誌
」
所
載
の
、
「
中
立
貨
幣
に
就
い
て
」
と
題
す
る
彼
の
一
小
論
文
に
於
て
、
中
立
貨
幣
に
闘
す
る
若

干
の
見
解
を
一
示
し
、
中
立
貨
幣
の
問
題
に
闘
す
る
彼
の
見
解
の
大
部
分
は
、
次
に
述
べ
る

2
1
プ
マ
シ
の
研
究
の

結
果
、
と
殆
ん
ど
杢
〈
一
致
し
て
ゐ
る
旨
を
述
べ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
た
Y

A

イ
エ
ク
は
前
越
の
如
〈
、

エ
グ
レ
の
問
題
設
定
の
方
法
を
非
合
目
的
な
ち
と
し
て
、
全
然
排
撃
し

τゐ
る
こ
と
は
庄
一
志
す
ベ
一
さ
す
ゐ
る
。

従
っ
て
我
b
は
、
主
と
し
て
コ

1
プ
マ

ν
に
従
ひ
、
前
掲
の
諸
問
題
の
順
を
迫
ふ
て
、
中
立
貨
幣
の
理
論
ぞ
展

開
し
よ
う
。

目
、
貨
幣
的
揖
也
の
原
固
と
そ
の
必
然
性

先
づ
貨
幣
一
か
粧
梼
過
程
、
特
に
物
債
の
上
に
驚
す
捷
慌
の
原
因
は
、
何
慮
に
あ
る
か
の
問
題
か
ら
始
め
る
。

2
1
プ
T

ン
は
、
自
由
競
争
炉
行
は
れ
て
、
債
格
椎
成
が
濁
占
又
は
そ
の
他
の
干
捗
政
策
(
倒
へ
ば
関
税
)
に
よ
っ

F. A. Hayek: P四 iseu. Produktion， 1931， S目 30.
F. A. Hayek: "Ueber ，neutrales Geld ‘"， Zeitschrift fur Nationalolwsornie， 
Bd. IV. Heft 5. 1933. S. 659正
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て
、
影
響
を
衰
ら

5
る
純
粋
交
換
躍
持
の
均
衡
服
態
を
、
彼
の
研
究

(
貨
幣
の
経
済
過
荏
に
費
す
影
響
、

換
一
戸
一
目
す
れ
ば
貨
幣
の

非
中
立
的
作
用
に
閲
す
る
研
究
)
の
出
後
勤
と
じ
て
ゐ
る
。
卸
ち
一
彼
は
い
ふ
。
「
貨
幣
経
済
に
於
け
る
総
ペ
て
の
現
象
が
、

均
衡
理
論
の
法
則
に
従
へ
る
純
粋
交
換
経
済
の
イ
デ
ア

Y
、

み
、
貨
幣
は
中
立
的
で
あ
る
」
正
。

ア
イ
プ
ス
に
埴
合
す
る
と
き
、

た
Y
そ
の
と
き
に
の

貨
幣
が
経
持
過
程
、
特
に
物
債
の
上
に
何
等
か
の
揖
観
念
青
す
と
い
ふ
こ
と
は
、

こ
の
均
衡
肢
態
か
ら
事
離
す

る
場
合
に
起
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
均
衡
肢
態
か
ら
の
君
臨
は
、
交
換
行
舟
を
媒
介
す
る
貨
幣
の
介
在
に
よ
っ
て

現
は
れ
る
の
で
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ぱ
、

そ
れ
は
何
故
に
、

ま
に
如
何
に
し
て
殺
生
す
る
の
で
あ
る
か
。

渡

4
、

-
E
i
-

-Ah
，l
pク

c.n 
r、
ef 1皮
E の
E lヨ
三的

ー「

肝
~i: 

K 主主

ーのo pL 
::l 

Iこう↓二
イ故 ;4E 
ひち
て、

貨
幣
が
経
持
枇
舎
に
於
て
管
h
u
異
れ
る
二
つ
の
職
能

た
ブ
品
司
、
伴
玩
十
日
り
L
J
J
H
f
t

・-

J
d
イ

j
d
T
品
刊
J

A

/

レ
ノ
フ
車
《
Z
d
ノ
イ
」

-わ支
b
l
h

〆

Z

合
U
ド

h

、、，一一

ア
モ
ン

戸〉

を
明
か
に
す
る
急
に
、
抽
象
貨
幣
(
仰
す

E
r
E
C巾
E
)
と
具
瞳
貨
幣

(
r
g
T
2
2
P
E
)
と
に
匡
別
す
る
。
抽
象

貨
幣
は
、
計
算
単
位
又
は
債
値
尺
度
と
し
て
役
立
つ
債
値
表
章
手
段
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
り
、
具
瞳
貨
幣
は
、
交

換
手
段
叉
は
支
抑
手
段
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
ふ
せ
従
っ
て
貨
幣
の
経
持
過
程
の
上
に
脅
す
影
響
に
就
い
て
も
十
卵
、

二
種
め
る
の
は
営
然
で
あ
っ
て
、
抽
象
貨
幣
の
非
中
立
性
、

具
瞳
貨
幣
の
非
中
立
性
が
印
ち
こ
れ
で
あ
る
。

醤
-
貨
常
の
有
す
る
固
定
等
-
一
つ
の
職
能
が
、
一
つ
の
貨
幣
に
櫨
硯
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
が
屡
#
め
る
。
こ
の
二
つ
の
職
能
が
一
つ
の
同
じ
貨

幣
に
よ
っ
て
Y

は
な
く
、
二
つ
の
異
れ
る
貨
幣
に
よ
り
管
ま
れ
て
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
医
別
は
秘
め
て
明
瞭
と
な
る
。
例
へ
ば
外
国
へ
旋
行

せる
H
本
人
に
と
っ
て
、
「
周
」
ほ
依
然
、
彼
の
債
値
尺
度
(
抽
象
貨
幣
)
寸
め
る
が
、
彼
が

a

買
際
、
濁
逸
、
英
晴
等
に
於
て
交
換
手
段
(
具
捜
貨

幣
)
と
し
て
使
用
す
る
は
、
マ
ル
ク
、
パ
ウ
シ
l

等
な
る
が
刻
き
ま
さ
に
そ
の
遁
例
で
あ
る
。

中
立
貨
品
目
市
の
理
論

第
四
十
一
巻

六
九
五

第
五
務

九
七

. G. Koopmans: a. a~ O. S. 228. 
J.ドchumpeter:Da.s Wesen u. der J.Iaupt旧 haJtder theoret日 hen ~atÏ<m::dö
konomie， 19向8.S. 288. 
A. Amonn: 0吋ektu， Grundbegri百d.ertheoret日 hen
11， S. 342. 
J， G. Koopmans市 3. a. 0 
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中
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
血
管

7r.. 
i¥. 

六
九
六

第
五
務

コ
ー
プ
マ
ン
は
フ
イ
ッ
ジ
ャ

1

2
・
2
島
町
円
)
の
「
貨
幣
錯
畳
」
の
概
念
と
、
殆
ん
ど

同
様
な
る
作
用
の
中
に
見
て
ゐ
か
。
被
は
抽
象
貨
幣
の
作
用
は
Z

の
特
質
上
、
心
開
的
の
も
の
な
る
ぞ
強
調
し
、

抽
象
貨
幣
の
非
中
立
性
を
、

ぞ
の
根
本
的
理
由
と
し
て
貨
幣
に
よ
る
財
の
債
値
表
章
令
製
げ
て
ゐ
る
。
即
ち
純
粋
交
換
粧
樺
に
於
て
は
、
た
げ
〉

、.、、.、

種
ゃ
の
財
の
直
接
又
は
間
接
の
欲
望
充
足
が
問
題
と
な
る
の
で
め
る
が
、
貨
幣
艇
持
γ

い
於
て
は
之
に
反
し
、
主
と

し
て
、
貨
幣
単
位
に
て
表
現
せ
ら
れ
あ
財
の
債
格
が
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
で
め
る
と
い
ふ
。
従
っ
て
人
々
の

段
肢
が
財
の
貿
質
使
値
か
ら
、
貨
幣
取
位
争
」
以
て
表
現
せ
ら
れ
る
《
日
惰
値
へ
推
移
し
、

持
炉
、

ぞ
の
結
果
、

人ム市のん(机一

2
E
S
E
-門
出
の
典
型
的
股
態
か
広
君
離
せ
し
め
ら
れ
る
が
如
く
影
響
を
受
〈
る
主
き
は
、

常
に
必
十
抽
象
貨
幣
の
非
中
立
性
は
起
り
得
る
。

所
謂
日
H
O
E
D

抽
象
貨
幣
の
非
中
立
性
は
、
次
の
如
き
具
睦
的
場
合
を
見
れ
ば
更
に
明
瞭
と
な
る
で
あ
ら
う
。
例
へ
ば
附
加
信

用
に
よ
h
J
促
3
れ
に
好
記
の
際
、
企
業
家
が
よ
り
多
く
の
貨
幣
収
益
を
正
に
獲
得
し
た
と
き
、
そ
山
戸
購
買
力
は
以

、

、

、

、

前
の
よ
り
少
な
き
貨
幣
牧
盆
の
そ
れ
に
も
及
ぱ

F
る
こ
と
を
顧
慮
せ
や
に
、
彼
は
営
初
た
Y
名
目
的
に
よ
り
多
く

の
貨
僻
牧
盆
を
橡
想
す
る
が
如
き
、
ま
た
不
況
の
際
、
名
目
的
に
引
下
げ
ら
れ
ん
と
す
る
賃
銀
が
、
暇
令
雇
傭
契

約
締
結
の
際
に
存
せ
し
貨
質
賃
銀
と
同
一
で
あ
り
、

を
強
硬
に
反
謝
す
る
が
如
き
は
そ
の
趨
例
で
あ
る
。

又
ほ
そ
れ
以
上
で
も
あ
る
に
拘
ら
や
、
労
働
者
一
か
賃
銀
引
下

従
っ
て
、
こ
の
意
味
に
於
げ
る
貨
幣
の
中
立
性
は
債
値
の
持
績
と
一
致
す
る
。
然
し
一
一
般
物
情
水
準
を
一
定
不

襲
に
維
持
す
る
こ
と
を
以
て
、
抽
象
貨
幣
の
中
立
性
は
達
成
せ
ら
れ
な
い
。
蓋
し
一
般
物
侵
水
準
は
各
人
の
主
観

J. G. Koopmans ~ .Q. a. O. S. 250. 1. Fisher: The TI.[oney !ilu!;ion， 1928， p. 
5 ff. 
J. G. Kυup旧 an!;:a. a. O. 5. 252目
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的
評
債
を
全
く
考
慮
に
入
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

寧
ろ
各
人
の
主
観
的
評
債
を
顧
慮
せ
し
物
債
の
安
定
を

目
標
と
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
然
し
か
〉
る
物
債
指
数
の
作
成
は
事
宜
上
不
可
能
で
あ
る
。
か
〈
て
一

方
に
は
各
個
人
の
主
観
的
評
債
を
知
る
こ
と
が
不
可
能
な
る
と
、
他
方
に
は
一
般
物
債
水
準
の
安
定

l
物
使
安
定

論
者
も
組
べ
て
の
個
争
の
財
の
債
格
の
安
定
を
企
闘
し
な
か
っ

rー
が
狙
は
れ
て
ゐ
る
が
故
に
、

正
確
な
る
研
究
の
卦
象
た
り
判
官
十
と
す
る
の
で
あ
る
。

コ

ー

プ

マ

ン

は

抽
象
貨
幣
の
中
立
性
の
問
題
は
、
結
局
、

そ
こ
で
問
越
は
具
臨
貨
幣
の
中
立
性
に
移
る
。

こ
の
場
合
、
問
題
は
貨
幣
の
介
在
が
交
換
現
象
を
、
購
買
、
販

賓
の
二
部
分
に
表
耐
的
に
介
つ
い
止
ま
る
か
.
或
は
こ
の
交
換
現
象
一
一
分
の
一
事
賞
か
ら
、

純
粋
交
換
絞
沸
に
総
本

的
制
蛇
化
e
M
A
}

衡
す
か
と
い
ふ
こ
と
か
「
円
始
ま
る
》

交
換
現
象
二
分
の
事
宜
か
ら
、
豆
に
怒
み
て
貨
幣
が
純
粋
交
換
蛭
梼
に
根
本
的
な
車
響
宇
佐
輿
へ
る
こ
と
は
、
長

き
間
一
貫
し
て
否
定
せ
ら
れ
て
来
た
。
而
し
て
屡
冷
そ
の
論
擦
は
、

の
販
路
説
(
H
d
宮
号
母
国

セ
イ
ミ
・
ロ
・
切
と
可
)

円

H
A山

σ
C
E
n
r
b叩
)

セ
イ
の
一
理
論
の
要
靴
は
、

ヨ
リ

n
H

、J

H

H

、

H

介失
α
'
E
〈

向
田
町
或
は
労
務
に
劃
し
て
は
先
づ
貨

に
求
め
ら
れ
た
。

併
を
以
て
支
捕
は
れ
る
が
、
然
し
そ
の
根
底
に
於
て
は
、
他
の
商
品
川
人
は
勢
務
を
以
て
支
抑
は
れ
る
と
す
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
彼
に
よ
れ
ば
、
貨
幣
は
樹
立
の
意
義
を
有
せ
ま
る
阜
な
る
交
換
の
楠
助
手
段
と
し
て
考
察
せ

ら
る
べ
く
、
貨
幣
樫
沸
に
於
て
も
亦
、
そ
の
根
底
に
於
て
は
商
品
と
向
町
叩
(
弁
務
全
舎
な
)
と
の
交
換
が
存
在
し
て
ゐ

る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
貨
幣
経
沸
の
機
構
を
吟
味
せ
ん
と
す
る
者
は
、
常
に
必
子
「
貨
幣
な
る
両
被
」
を
取
り
去
る

べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
結
論
に
な
り
何
日

中
す
-
貨
幣
の
理
論
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四
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一
巻
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中
立
貨
幣
の
埋
論

第
四
十
一
巻

六
九
八

第
五
時
四

O 
O 

ジ
ヨ
シ
・
ス
テ
ユ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
(
』
∞
-
Z
E
)
色
、
経
部
批
舎
に
於
げ
る
貨
幣
の
意
義
を
極
め
て
軽
〈
見
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
k
は
、
彼
が

Z

叶

F
m
B
E
E
C
F
百
長
日
r
C
O
Z
E
E
E
P
]
q
p
E
。百

E
t
m
E
E
S
E
H
F
-
E
m
z
p
o
o
n
c
口。
E
同
え
さ
丘
三
〕
F
F
E
E
c
u
q

と

n
k
い
へ
る
の

を
凡
て
も
明
か
で
あ
る
。

詮
-
-

も
と
よ
り
セ
イ
の
理
論
は
決
し
て
全
般
的
に
否
認
せ
ら
れ
得
な
い
が
、
然
し
こ
の
理
論
が
何
等
の
例
外
を
も
伴

は
Y
d
る
原
理
を
説
明
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
而
も
こ
の
例
外
の
場
合
が
、
貨
幣
醗
神
に
於
け
る

組
沸
過
続
、

従
っ
て
具
時
貨
他
市
中
立
性
の
問
組
に
重
妥
な
る
意
義
公
有
し

τ
ゐ
る
の
で
あ
右
。

貨
幣
の
存
在
は
、

前
辿
の
如
〈
、

交
換
現
象
e

伊
三
つ
の
互
に
補
足
的
意
味
を
有
す
る
部
分
に
分
つ
の
で
あ
る

カ4

こ
の
交
換
の
一
宇
が
、
補
足
的
な
他
の
一
宇
を
明
か
に
伴
は

F
4
0
場
合
が
あ
る
。
即
ち
財
又
は
労
務
に
針
す

る
購
買
力
を
仲
へ
る
需
要
が
存
在
す
る
に
、
之
に
相
臆
せ
る
先
行
の
財
叉
は
勢
務
の
提
供
が
存
在
せ
ぎ
る
場
合

(販寅
eg
件
は
F
品
購
買
)
、

ま
た
は
先
行
的
提
供
存
す
る
も
、
ぞ
の
版
買
に
よ
っ
て
獲
得
せ
ら
れ
し
貨
幣
が
、
他
の
財

叉
は
持
務
に
掛
す
る
需
要
と
な
っ
て
現
は
れ

F
る
揚
人
口
(
購
買
を
伴
は
ゲ
る
販
一
貫
)
が
あ
る
。
是
等
の
場
合
に
於
て
は
、

貨
幣
極
構
の
純
粋
交
換
経
掛
か
ら
の
議
離
は
、
車
に
表
面
的
の
・
も
の
で
な
く
な
っ
て
来
る
。

か
く
の
却
き
他
の
一
宇
を
伴
は
.5
る
交
換
現
象
の
一
宇
は
、

(

一

)

創
設
ぜ
ら
れ
し
貨
幣
が
最
初
に
流
通
過
程

に
疏
入
す
る
場
合
、
ま
た
は
従
来
流
通
せ
し
貨
幣
が
流
通
過
程
よ
り
引
揚
げ
ら
れ
る
場
合
、
所
謂
、
退
部
川

(巴。ュ
g
)
l
E確
に
い
へ
ば
、
新
ら
し
き
退
離
!
の
場
合
、
或
は
放
出
(
河
口

P
2
5】
)
の
場
合
に
は
必
や
起
り
得

刊一註=一

る
の
で
あ
る
。

~、

一一、、-'

註

例
ef
事
げ
て
説
明
し
よ
う
。
先
づ
創
設
せ
ら
れ
し
貨
幣
が
始
め
て
涜
通
過
裂
に
入
り
来
る
場
令
を
想
定
す
品
。
附
加
信
用
を
銀
行
よ

b
得

口)J. S. Mm: Principles of Political Economy， cd. by .~."， l】 ley ， p. 488. 
Izj J. G. Koopmans: a. a. O. S. 257・



た
企
業
家
が
、
そ
れ
を
以
て
例
へ
ば
安
本
財
を
買
入
れ
た
と
す
星
。
こ
の
場
合
他
の
一
宇
一
ω
炎
換
、
即
ち
資
本
財
に
到
し
反
射
給
付
と
し
て
興

へ
ら
れ
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
先
計
的
的
財
の
給
付
が
絞
り
て
ゐ
る

0

4
1

に
退
蔵
の
場
合
を
見
る
。
川
止
る
産
業
の
持
働
者
が
、
彼
の
提
供
せ
し
労
務
の
貨
幣
的
報
償
を
表
現
せ
る
週
粉
士
、
組
、
ベ
て
そ
の
産
業
の
生

産
物
購
買
の
鴛
に
支
出
し
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
生
成
物
は
貨
幣
を
媒
介
と
し
て
抽
労
務
と
交
換
せ
ら
れ
た
に
他
な
ら
ぬ
。
然
る
に
抽
労
働
者
が

何
等
か
の
理
由
の
常
に
、
彼

ω賃
銀
の
一
部
の
み
を
消
費
財
の
滑
に
支
出
し
、
建
僚
を
貯
蓄
、
即
ち
コ

1
プ
マ
ン
の
い
ふ
退
戒
を
行
ひ
始
め
た

と
す
る
。
悼
労
働
者
は
彼
の
提
供
せ
し
祉
常
務
の
一
部
、
例
へ
ば
四
日
分
だ
り
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
消
費
財
と
交
換
し
た
が
、
浅
僚
は
白
然
経
済

内
に
考
案
す
れ
ば
、
何
等
の
反
封
給
付
な
し
に
終
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
退
戒
に
よ
っ
て
、
他
の
一
牛
を
伴
は
ゲ
る
交
換
現
象
の
一
半
の
存
在
に
終

る
場
合
で
あ
る
。

い
ま
退
般
、

放
出
の
現
象
を
皮
外
組
す
れ
ば
、

セ
イ
の
組
供
給
と
総
需
要
止
の
均
衡
問
一
論
は
、
貨
幣
の
創
設
、

貨
幣
の
引
揚
の
二
つ
の
相
場
合
に
於
て
破
壌
せ
ら
れ
、

そ
の
結
果
、
白
然
耀
神
の
典
型
的
均
衡
股
態
に
於
て
生
ザ
r
d

り
し
物
債
の
縄
劫
及
刊
日
去
の
仙
の
慌
乱
現
象
が
晩
び
鵡
-5
れ
品
。

回
諸
国

な
る
場
合
が
存
す
る
o

'
J

山
一

h
γ
u
g
h
-↓
一
一
、
出
町
安
h
M
H
Vノ
わ
r
F
L
I
P
-
ワ
セ
山
内

，t
i
-
4
'
l
j
'
H
Hイ
1
4
1
U
吋
ヲ

I

3
市
ι
L
』
J
羽
川
二

uH

註
四
貨
幣
創
設
の
作
用
は
、
前
掲
の
倒
、
即
ち
企
業
家
に
賦
興
せ
ら
れ
し
附
加
信
用
が
、
企
業
家
に
よ
っ
て
資
本
尉
と
の
交
換
に
用
ひ
ら
れ
る

場
合
に
容
易
に
窺
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
ミ
1
ぜ
耳
、
ハ
イ
エ
ク
等
の
分
析
に
よ
っ
て
慨
に
充
分
明
か
な
る
が
知
〈
、
そ
れ
は
所
調
、
イ
ン
フ

レ

1
シ
ヨ
シ
的
現
象
を
曇
す
る
。
先
づ
資
本
財
に
謝
す
る
需
要
増
加
は
資
本
財
債
格
の
騰
貴
と
な
り
、
そ
れ
か
ら
資
本
財
の
生
産
者
に
よ
る

何
等
か
の
他
の
財
の
需
要
増
加
と
な
b
、
モ
の
結
果
、
そ
れ
ら
の
財
の
債
格
の
騰
貴
を
但
し
、
漸
失
他
の
財
の
債
格
騰
貴
を
惹
き
起
す
の
で
あ

る。
但
令
、
経
漕
枇
舎
に
於
て
そ
の
場
所
を
異
に
す
る
も
、
互
に
相
殺
せ
ら
れ
る
貨
幣
の
創
設
と
、
貨
幣
の
引
揚
が

同
時
に
起
っ
た
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
他
の
財
へ
需
要
が
推
移
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
が
、
貨
幣
量
は
そ
の
創

設
と
引
揚
が
正
に
一
致
す
る
限
り
趣
化
な
く
し
て
止
む
Tr

然
し
か
く
い
へ
ば
L

」
て
、
生
産
量
の
増
減
に
到
し
、

中
す
-
貨
幣
心
理
論

第
四
十
一
巻
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S
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中
止
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
容

七

0
0

第
五
拡

O 

常
に
之
に
相
臆
し
て
貨
幣
量
を
増
減
せ
し
む
れ
ば
、
貨
幣
の
中
立
性
が
維
持
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
で
は
決
し
て
な

ぃ
。
蓋
し
、
生
産
量
の
増
加
そ
れ
白
膿
は
、

セ
イ
の
均
衡
理
論
を
破
壊
す
る
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
貨
幣
創
設
に

よ
っ
て
膏
き
れ
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
作
用
を
相
殺
す
る
要
素
を
少
し
も
持
っ
て
ゐ
な
い
。
同
時
に
職
字
、
地

震
等
の
原
因
に
某
〈
生
産
量
の
減
少
は
、
貨
幣
引
揚
に
某
く
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
作
用
を
巾
立
化
す
る
に
足
ら
Y
P

る
も
の
だ
か
ら
で
め

J

る。

か
〈
m
M

蜘
b
t
考
ヘ
力
、

コ
m
-

、
:
h
u
k
、
L

1

h
〉一寸一一コ戸、

L
)
ゴゴ

h
J
:
打
開
h

'

J

刊

h
h司
恥
』

h-

4
〆

M
l
j
d
f
h
m
m
υ

本
l
心
地
分
間

3
1
0
f
有
l
B
J
q
Z
出
百
七

べ
て
の
供
給
は
、

成
，
丘
町
市
ハ
は
抑
務
的
制

同
時
に
他
の
財
又
は
持
務
に
封
す
る
小
川
要
伝
作
へ
る
も
の
な
る
こ
と
を
前
桂
と
し
て
ゐ
る
。
例

へ
ば
農
夫
は
魚
類
を
獲
得
せ
ん
潟
に
穀
物
を
供
給
す
る
。
反
針
よ
り
い
へ
ば
、
魚
類
の
供
給
は
穀
物
の
需
要
を
件

ふ
が
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

若
し
貨
幣
の
非
中
立
性
炉
、

か
〈
の
如

t
補
足
的
な
他
の
一
宇
佐
件
は

F
る
交
換
現
象
の
存
在
か
ら
の
み
接

生
す
る
と
せ
ば
、
新
ら
し
き
退
臓
、
放
出
が
存
せ

Ar
、
ま
た
生
産
量
の
越
化
を
無
覗
す
る
と
い
ふ
前
提
の
下
に
於

貨
幣
線
量
を
絶
劃
不
種
に
保
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
建
せ
ら
れ
る
の
で
め
る

て
は
、

貨
幣
の
中
立
怯
は
、

次
に
新
ら
し
き
退
蔵
及
び
放
出
の
場
合
を
見
ょ
う
。

新
ら
し
き
退
識
と
は
一
人
又
は
多
敷
人
の
金
庫
在
高
の

増
加
を
意
味
し
、

退
蔵
も
放
出
も
存
在
せ

F
る

放
出
と
は
そ
の
減
少
を
意
味
す
る
。

コ
ー
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

府
態
と
は
、
各
個
人
の
令
府
県
在
高
の
名
目
上
の
高
さ
が
一
定
不
種
一
な
る
場
合
、
邸
ち
各
個
人
の
牧
支
が
均
衡
を
保

て
る
場
介
を
い
ふ
の
で
あ
る

G

退
臓
及
び
放
出
の
作
用
は
、
前
辿
の
貨
幣
の
引
揚
及
び
創
設
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ

16) J. G. Koopmans: <L. nの.S. :~6o 
]7') J. G. E"oopman.:;: 8.. 8.. O. S. 261-62 
18) J. G. Knopmano: o. o. O. S. :.64・



る在
。主註

五
前
掲
の
例
を
考
察
し
よ
う
。
ミ
こ
で
は
州
労
働
者
は
、
彼
の
賃
銀
の
一
部
の
み
を
直
接
の
消
費
に
充
て
残
品
闘
を
退
蔵
し
め
う
主
決
心
す
る
。

い
ま
簡
阜
の
矯
に
、
そ
の
産
業
に
よ

b
生
産
せ
ら
れ
し
商
ロ
聞
を
貰
hJ
蓋
さ
ん
と
す
る
場
今
を
仮
定
す
る
。
そ
の
際
、
若
し
帥
労
働
者
が
彼
の
賃
銀

の
一
部
の
み
を
、
そ
の
商
品
購
買
の
伐
に
使
用
す
る
な
ら
ば
商
品
の
債
格
は
下
落
す
る
に
相
謹
な
い
。
蓋
し
、
商
品
購
買
の
鴛
に
よ
り
僚
か

な
貨
幣
量
が
存
在
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
遺
戒
の
場
合
に
は
典
担
灼
な
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
的
作
用
が
魂
は
れ
る
。
そ
れ

か
ら
後
の
作
用
は
、
恐
ら
く
賃
銀
の
低
下
が
起
h
、
爾
後
相
次
い
で
種
々
の
現
象
が
纏
捜
す
る
で
あ
ら
う
。

コ
ー
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、

一
時
的
に
退
燕
せ
ら
れ
し
貨
幣
が
後
の
経
滞
期
間
に
再
び
支
出
せ
ら
れ
る
場
合
に

於
て
・
色
、

線
供
給
し
む
線
需
要
と
の
問
の
均
衡
が
破
壊
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、

会
〈
鑓
り
が

な

の
で
あ光
~ 14)づ
。営

」世L51E 
1型
的問
11E に
漕於
;&tて
1皇、

は

経
持
現
象
の
時
間
的
推
移
〈
例
へ
ば
貨
幣
文
凶
ハ
五
一
則
一
)
に
よ
っ
て
、
何
税
か
の

影
響
を
受
げ
る
。

セ
イ
の
理
抗
耐
、

又
は
一
般
的
均
衡
理
論
の
基
礎
に
は
、
自
然
経
持
に
於
て
自
明
の
理
の
如
〈
見

え
る
所
得
の
獲
得
と
使
用
と
の
同
時
性
と
い
ふ
仮
定
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
偲
定
は
貨
幣
趨
掛
に
於
て

は
一
般
に
寅
現
し
な
い
。

印
ち
貨
幣
経
持
に
於
て
ほ
、

機
起
的
均
衡
が
同
時
的
均
衡
に
と
っ
て
代
る
。

こ
の
時

間
的
間
隔
は
、

コ
!
プ

?
y
に
よ
れ
ぽ
、
貨
幣
の
非
中
立
性
の
真
髄
を
意
味
し
て
ゐ
る
巴
も
の
で
、
中
立
的
貨
幣
供

め品会
るの
020)任

務
は

先
づ
第
一
に
こ
の
時
間
的
間
隔
に
、

い
は
ぎ
一
種
の
橋
渡
を
な
す
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で

以
上
述
べ
し
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
観
る
に
、
貨
幣
が
極
構
過
判
明
の
上
に
撹
乱
作
用
を
費
す
原
困
に
就
い
て
の
問
題

は
、
交
換
現
象
の
同
時
性
の
破
壊
に
ま
で
導
く
流
通
貨
幣
量
の
却
型
化
に
あ
り
、
と
い
ふ
こ
と
を
以
て
答
へ
ら
れ
る

申
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

第
五
競

O 

七
O
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中
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

七
O 

第
五
時
踊

O 
四

で
あ
ら
う
。
而
し
て
貨
幣
量
の
麗
化
が
、
貨
幣
の
創
設
及
び
引
揚
、
特
に
退
職
又
は
放
出
に
嘉
手
て
賛
さ
れ
る
も

の
な
る
こ
と
は
肢
に
述
べ
し
如
〈
で
あ
る
。

か
く
て
、
我
々
は
中
立
貨
幣
は
少
〈
と
も
理
論
上
、
考
へ
得
ら
れ
る
か
の
問
題
に
到
達
す
る
。
こ
の
問
題
に
劃

す
る
解
答
は
、
明
か
に
肯
定
的
に
し
て
、
若
し
貨
幣
量
の
越
化
、
特
に
退
厳
放
出
が
除
去
せ
ら
れ
又
は
相
殺
せ
ら

れ
る
な
ら
ば
、
中
立
的
貨
幣
供
給
も
亦
可
能
な
り
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
で
め
ら
う
。

E
W
貨
幣
中
立
牲
の
基
準

我
ιr
は
今
や
最
後
の
問
題
、
卸
ち
貨
幣
が
経
済
祉
舎
、
特
に
物
債
の
上
に
脅
す
撹
説
作
用
は
、
如
何
な
る
形
に
於

て
現
は
れ
る
か
、
或
は
貨
幣
が
中
立
的
な
る
や
否
や
の
基
準
が
存
す
る
か
の
問
題
を
吟
味
せ
な
げ
れ
ば
な
ら
向
。

こ
の
問
題
の
考
察
に
際
し
コ

I
プ
7

U

J

は
、
先
づ
貨
幣
が
経
済
過
程
に
輿
へ
る
撹
飢
の
問
題
は
、
決
し
て
貨
幣

が
一
般
物
債
水
準
に
及
ぼ
す
影
響
に
闘
す
る
問
題
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
|
最
初
の
問
題
は
、
明
か
に
論
理

的
に
上
位
概
念
で
あ
る
ー
が
、
然
し
物
債
水
準
の
襲
動
が
、
貨
幣
側
か
ら
一
賛
さ
れ
る
撹
説
作
用
の
一
つ
の
確
寅
な

e
Q

基
準
た
る
と
共
に
、
不
襲
の
物
債
水
準
か
ら
貨
幣
の
中
立
性
を
推
理
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
中
立

貨
鮮
は
少
く
と
も
賓
際
的
に
は
償
値
の
安
定
せ
る
貨
幣
と
一
致
す
ぺ
し
、
と
い
ふ
見
解
の
吟
味
ぞ
出
後
勅
と
し
て

ゐ
る
。こ

の
問
題
に
答
へ
る
矯
に
は
、



一
、
貨
幣
以
外
|
財
の
方
面
か
ら
も
、
物
便
穫
動
は
惹
き
起
き
れ
る
か
否
か
、

二
、
貨
鮮
側
か
ら
の
撹
乱
作
用
が
、
常
に
必
宇
物
債
特
使
動
を
費
す
も
の
な
る
か
否
か
、

と
い
ふ
こ
と
が
、
先
づ
明
か
に
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
一
の
問
題
は
、

コ
ー
プ
マ
ン
に
よ
っ
て
極
め
て
詳
細
に
論
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
所
謂
、
「
物
便
趨
動
相
殺

の
法
則
」
(
の
目
白
n
R
a
q
r
o
B胃
z
g
Z
U門
町
内
ロ
甲
町
一
印
伊
豆
同
「
戸

5
m
g
)、
却
も
貨
常
側
に
品
型
化
な
き
限
り
.
或
る
財
の

債
格
騰
落
は
.
常
に
他
の
財
の
相
反
す
る
債
格
襲
動
に
よ
っ
て
相
殺
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
財
の
方
面
か
ら
の
物
侵

水
準
の
鑓
動
は
不
可
能
な
り
と
い
ふ
法
則
の
吟
味
の
魚
に
、
驚
く
べ
き
努
力
を
費
し
て
み
る
o

こ
の
「
物
憤
樺
動
相
殺
の
法
則
」
に
謝
す
る
反
駁
法
、
然
し
な
が
ら
極
め
て
簡
草
で
あ
る
。
こ
の
祉
に
於
て
は
、

一
万
の
常
事
者
の
購
買
力
の
耕
一
化
l
例
へ
ば
す
J
G
財
の
償
栴
騰
貨
の
際
い
し
於
げ
る
、
h
-
1
品
γ孔

ιJ↓
D
肱
舟
ヨ
よ
K
1
3
b叫
J

W
V
1
耳う』
A1C
削
蹄
av
主
A
U
h
イ
ノ

u
t日ー
川
J

の
み
が
考
慮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
然
し
こ
れ
と
同
時
に
、
反
劃
の
意
味
に
作
用
す
る
購
買
力
の
襲
化
l
蛍
該
財

販
責
者
の
購
買
力
増
加
ー
が
起
る
と
い
ふ
事
買
は
、
会
一
〈
顧
み
ら
れ
て
を
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
法
則
の
謀
れ
る

桂
一

離
は
こ
、
、
-
に
あ
る
。

註
一
「
物
債
矯
劫
相
殺
の
法
則
」
に
、
ま
さ
に
相
封
占
比
す
る
「
物
債
務
動
累
積
の
法
則
」

(
C
Z
Z
N
号二
E
E戸

L
E
T
S
-
で
き
弘
主
耳
目
ヲ
四
宮
)
は
ヴ
ず

ン
・
パ
ラ
ノ
ウ
ス
キ

T

2・
戸
、

-azm詰
】

H
E
E
Z長
可
)
プ
ユ
ア
チ
ア

y

、
(
己
}
吉
田
口
5
5
E
)
等
の
景
気
境
問
皐
説
に
於
て
見
出
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
こ
の
法
則
が
一
方
の
賞
事
者
の
購
買
力
の
臨
型
化
の
み
合
法
細
川
し
、
他
の
賞
事
者
の
そ
れ
を
全
〈
顧
み
な
か
っ
た
、
と
い
ム
誤
謬
を
犯

し
て
ゐ
る
動
に
於
て
は
、
「
相
殺
の
法
則
」
と
金
〈
同
じ
で
あ
る
。

光
づ
A
財
に
卦
す
る
需
要
の
弾
力
性
が
ー
な
る
場
合
を
見
る
。

A
財
に
劃
す
る
需
要
の
弾
力
性
が
ー
な
る
場
合

中
ケ
一
貨
幣
の
環
論

第
四
十
一
巻

ヒ
O 

第
五
減

O 
王乙
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仙
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論
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六

第
四
十
一
審

七
O
凶

第
五
時
抗

と
は
、
A
矧
の
供
給
の
増
減
が
、
ま
さ
に
そ
れ
に
比
例
せ
る
A
財
一
翠
仕
の
債
格
の
騰
落
を
脅
す
場
合
、
換
言
す

れ
ば
、

A
財
一
車
位
の
債
格
が
騰
貴
し
て
も
下
落
し
て
も
、

A
財
全
躍
に
到
す
る
貨
幣
総
量
が
不
避
な
る
場
合
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、

A
財
購
買
者
の
購
買
力
増
減
色
、

A
財
版
責
者
の
正
反
針
の
増
減
も
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て

A
財
の
債
格
襲
動
は
、
他
の
則
の
債
格
襲
動
に
よ
っ
て
相
殺
せ
ら
れ
な
い
。

一
般
物
使
水
準
の
特
使
動
の
巾
に
現
は
れ
る
。

而
も
こ
の

A

財
の
債
格
費
動
は
勿

-
h
問
、

告
別

同
様J

0) 

t 

A
尉
に
割
寸
る
需
要
の
弾
力
性
が
.
-
仁
等
し
か
ら
ゴ
一
あ
扮
人
目
、
帥
も
1
よ
h
〆
大
な
る
か
、

小
な
あ
か
の
場
合
に
も
現
は
れ
る
。

入
財
の
債
格
襲
動
の
際
に
八
財
購
買
者
の
購
買
力

こ
の
場
合
に
於
て
は
、

の
増
蹴
は
、

A
財
購
買
者
は
そ
の
購
買
像
力
の
増
減
の

A
財
販
責
者
の
増
減
と
は
正
に
相
反
し
て
現
は
れ
る
。

結
果
、

他
の
一
定
財
に
劃
す
る
需
要
を
増
減
す
る
と
同
時
に
、

A
財
販
費
者
は
購
買
者
と
正
に
相
反
す
る
購
買

徐
力
増
減
の
魚
に
、
他
の
一
定
財
に
劃
す
る
需
要
を
増
減
す
る
。
従
っ
て
他
の
一
定
財
に
劃
す
る
需
要
は
不
襲
な

る
が
故
に
、

る。

そ
の
財
の
債
格
は
襲
動
し
な
い
。

然
し
こ
の
際
の
前
提
は
貨
幣
の
中
立
性
で
あ
る
。

換
一
マ
一
目
す
れ
ば
A
財
債
格
の
詩
型
動

か
く
て
こ
の
場
合
に
も
亦
、

A
財
の
み
の
債
格
麺
動
が
存
在
す

郎
ち
交
換
営
事
者
、

の
結
果
、

購
買
力
の
増
加
せ
る
A
財
の
購
買
者
又
は
販
貰
者
は
、

他
の

一
定
財
に
劃
す
る
彼
の
需
要
を
増
加
せ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
等
は
A
財
債
格
の
費
動
の
矯
に
生
じ
た
貨
幣
量
を
、
直
ち
に
他
の
一
定
財
購
買
の
潟
に
支

出
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

若
し
彼
等
が
、

か
〈
の
如
く
支
出
せ

.5
る
と
き
は
退
蔵
佐
悲
き
起
し
、

或
る
場
合
に

は
他
の
財
の
相
殺
的
な
債
格
費
動
を
促
し
、
物
債
水
準
を
費
動
せ
し
め
ゴ
る
こ
と
が
あ
る
。
却
も
貨
幣
の
非
中
立

J. G. Koopmans: a. a. O. S. 296-97・
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的
な
る
際
に
物
債
の
安
定
が
現
は
れ
る
。

例
を
奉
げ
て
説
明
し
よ
う
。

A
財
が
技
術
の
進
歩
の
結
果
、
以
前
よ
り
色
低
廉
な
債
格
を
以
て
、
市
場
に
提
供

ぜ
ら
れ
た
と
恒
定
す
る
。
需
要
の
嘩
力
性
が
ー
よ
り
大
な
り
と
す
れ
ば
(
債
格
下
落
の
程
度
よ
h
大
な
る
割
合
?
需
要
が
増
加

し
た
と
す
れ
ば
て
需
要
の
増
加
は
A
財
版
費
者
の
綿
牧
入
を
培
加
せ
し
め
、

A
財
購
買
者
の
他
の
財
へ
の
購
買
力
を

正
に
そ
れ
だ
け
減
少
せ
し
め
る
。

い
ま
簡
単
の
錦
に
、

入
財
購
買
者
は
購
買
力
の
減
少
に
相
麿
?
る
だ
け
B
財

の
消
費
を
制
限
し
、
之
に
反
し
、

A
財
販
責
者
は
そ
の
増
加
牧
入
を
、

B
財
購
買
の
怨
に
使
用
す
る
左
偲
定
す
れ

If 

前
述
の
如
き
A
財
の
債
格
理
一
動
、

然
し
こ
の
際

従
っ
て
中
立
貨
幣
の
場
合
に
於
げ
る
物
債
務
動
ぞ
見
る
o

注
目
す
べ
き
重
要
な
現
象
が
仕
L
A
V

る
。
帥
ち
A
財
の
供
給
増
加
ザ
ザ
ロ
る
場
合
に
が
一
て
は
.
貨
幣
は
A
財
購
買
者
よ

ム
リ
、
直
接
B
財
の
購
買
mu
焦
に
使
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
今
や
貨
幣
は
先
づ
A
財
の
牧
入
増
加
と
し

貨
幣
の
流
通

コ
1
プ
?
ン
の
い
ふ
意
味
に
於
て
貨
幣
は
中
立
的
で
あ

ι

次
に
コ
!
プ
マ
ン
は
、
貨
幣
の
流
通
速
度
の
不
運
な
る
場
合
併
『
考
察
す
る
。
例
へ
ば
何
等
か
の
朗
自
に
よ
り
、

て
販
頁
者
に
支
排
は
れ
、

A
財
販
責
者
に
よ
り
B
財
購
買
の
震
に
使
用
せ
ら
れ
る
こ
と
、
な
り
、

退
戒
が
存
在
せ

F
る
故
に
、

速
度
は
務
化
し
た
が
、

A
財
の
供
給
量
減
少
し
、
需
要
の
揮
力
性
吋
よ
り
小
な
り
'
と
す
れ
ば

よ
り
多
〈
の
貨
幣
量
を
そ
の
販
責
者
に
支
挑
ふ
。

(
債
格
騰
貴
の
程
度
よ
h
小
な
る
割
合
で
需
要
が
減
少
し

た
と
す
れ
ば
)
、

A
財
購
買
者
は
A
財
の
債
格
騰
貴
の
急
に
、

従
っ
て
A
財
購
買
者
の
購
買
能
力
は
減
少
し
、

従
来
、

B
財
購
買
の
絡
に
充
て
h

ゐ
だ
購
買
力
を
制
限
せ
な
け

嘗
て
A
財
購
買
者
が
な
ぜ
し
如

れ
ば
な
ら
ね
こ
と
・
3

な
る
。

然
る
に
A
財
版
資
者
は
そ
の
増
加
牧
入
を
以
て
、

中
立
貨
幣
の
理
論

第
五
披

O 
七

第
四
十
一
巻

七
O
五
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中
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

七
O
大

第
五
披

O 
/、

く、

B
財
購
買
の
魚
に
使
用
せ
中
退
識
し
た
と
す
る
。
然
4
G
L
」
き
は
貨
幣
の
流
通
速
度
は
不
襲
で
あ
る
。
然
し
退

臓
の
結
果
、

B
財
に
劃
す
る
需
要
は
減
少
し
B
財
の
使
格
は
下
落
す
る
。
若
し
A
財
の
債
格
騰
貴
と
、

B
財
の
債

格
下
落
と
が
正
に
同
程
度
と
す
れ
ば
、
互
に
相
殺
し
て
物
債
は
襲
動
し
な
い
。
即
ち
貨
幣
の
非
中
立
的
な
る
場
合

じ
、
な
ほ
物
僚
は
不
襲
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
〈
物
僚
の
費
動
は
、
財
の
側
の
作
用
に
よ
ち
貨
幣
の
中
立
的
な
る
場
企
に
於
て
も
起
h
ノ
、
ま
だ
同
時

仁
貨
幣
mw
排
中
立
制
な
る
揚
A
U
仁
於
て
も
.
勅
街
の
安
定
は
氏
、
り
制
作
る
の
で
あ
"
。
。
従
っ
て
物
債
の
趣
動
は
貨
幣

の
中
立
性
、
非
中
立
性
を
分
つ
基
準
と
は
な

h
待
な
い
。

註

二

ヨ

1
プ
マ
シ
に
よ
れ
ば
、
財
の
側
よ

h
賛
さ
れ
し
物
償
費
動
の
際
に
、
貨
幣
の
流
通
漣
度
の
同
一
な
る
場
令
に
は
、
貨
幣
の
非
申
立
性
、

卸
ち
退
蔵
を
惹
き
起
し
易
〈
、
而
も
こ
の
こ
と
は
沈
遁
速
度
が
蝿
霊
化
し
て
中
立
的
な
る
揚
令
よ

h
も
、
賓
際
土
、
頻
繁
に
起
る
可
能
性
の
あ
る

も
の
で
あ
畠
。
従
っ
て
貨
幣
政
策
の
任
務
は
、
退
蔵
せ
ら
れ
た
る
貨
幣
量
に
正
に
柑
際
サ
品
貨
幣
量
を
増
加
し
・
以

t
貨
幣
供
給
の
申
立
化
を

厨
ら
な
げ
れ
ば
な
ら
ね
・
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
る
。

第
二
の
問
題
、
即
ち
貨
幣
側
か
ら
の
撹
鋭
作
用
は
常
に
物
債
の
韓
動
と
な
っ
て
現
は
れ
る
か
、
と
い
ふ
問
題
に

就
い
て
は
、

コ
ー
プ
T

ン
は
何
等
明
確
な
解
答
を
奥
へ
て
ゐ
な
い
。

最
後
に
、
然
ら
ば
果
し
て
貨
幣
の
中
立
、
非
中
立
を
直
別
す
べ
き
基
準
は
存
す
る
か
の
問
題
に
劃
し
、

コ
!
フ

司
ン
の
到
達
せ
し
結
論
は
否
定
的
な
ち
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
貨
幣
の
非
中
立
性
の
作
用
が
イ
シ
フ

ν
l
v
ョ
ン
、
又
は
デ
フ
レ

l
u
y
ヨ
シ
現
象
と
な
っ
て
現
は
れ
る
こ
と
を
容
易
に
想
像
し
得
る
。
然
し
果
し
て
非
中

立
的
な
る
か
に
就
き
的
確
な
る
基
準
を
見
出
す
こ
と
は
殆
ん
ど
不
可
能
で
め
る
。

一
般
物
領
水
準
が
常
に
必
十
し



も
、
そ
の
指
針
と
な
り
得

Y
る
こ
と
は
前
に
迅
ぺ
し
知
〈
で
あ
る
。
従
っ
て
コ

l
プ
マ
ン
自
ら
、
寅
際
使
用
す
る

に
足
る
べ
き
基
準
が
見
出
さ
れ
得
る
か
に
就
き
、
大
き
な
疑
問
符
を
投
げ
か
け
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

穴
、
結

言

以
上
、
我
。
は
中
立
貨
幣
の
理
論
を
、
主
と
し
て
コ
!
プ
?
ン
に
従
っ
て
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
之
に
卦
し

若
干
の
な
見
を
加
へ
る
。

貨
幣
側
か
ら
の
措
飢
作
用
炉
、
常
に
必
や
物
償
費
動
と
な
っ
て
現
は
れ
る
か
否
か
に
就
き
、

コ
ー
プ

7
y
.か
何

等
明
確
な
解
答
を
奥
へ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
既
に
逃
べ
し
如
く
で
め
る
。
貨
幣
側

ω撹
乱
作
用
、

例
へ
ば
謹
減
が
常

に
必
十
財
の
川
川
か
ら
の
償
格
縫
肋
佐
相
殺
し
得
る
か

b

沢
一
は
物
償
費
動

ω先
行
マ
ザ
t

る
場
合
に
生
ぜ
し
貨
幣
量
の

部
型
化
は
、
反
針
の
債
格
費
動
l
貨
幣
側
か
ら
で
色
、
財
の
側
か
ら
で
色
ー
が
作
用
せ
十
し
て
、
物
債
を
不
費
な
ら

し
め
得
る
か
等
の
問
題
に
就
い
て
は
、
更
に
綻
密
な
る
吟
味
が
加
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。

次
に
』
イ
エ
ク
は
貨
幣
供
給
を
中
立
的
な
ら
し
め
る
矯
に
、
原
則
と
し
て
そ
の
量
を
一
定
不
盤
に
保
持
す
る
の

(
一
)
財
の
線
量
と
、
貨
幣
の
媒
介
に
よ
っ
て
交
換
せ
ら
れ
る
財
の
量
と
の
割
合
の

必
要
な
石
を
主
眠
し
、

たげ〉

運
動
に
伴
ひ
て
貨
幣
需
要
の
特
捜
化
す
る
場
合
、

貨
幣
量
の
麺
化
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
名
。

〆'崎、

一~→ 
、、.-'

貨
幣
の
流
通
速
度
の
費
化
す
る
場
合
に
の
み
、
例
外
的
に

然
る
に
コ

l
プ
?
ン
は
、
浪
~
崎
一
叉
は
放
出
せ
ら
れ
し
貨
幣
量
を
相
殺
的
に
調
節
す
る
こ
と
に
よ
り
、
貨
幣
の
中

中
立
貨
幣
の
理
論

第
四
十
一
巻

O 
九

第
主
務

七
O
七

]. G. Koopmans: o. a. O. S・359・
F. A. Hayek: Preise u. Prυdllktion，月3]，S. J 10-15・

5) 



中
立
貨
幣
の
理
論

第
五
披

第
四
十
一
巻

七
O
八

O 

立
佐
佐
維
持
せ
ん
と
す
る
。
郎
ち
彼
に
よ
れ
ば
、
若
し
新
ら
し
き
退
戒
が
殺
生
す
れ
ば
、
貨
幣
は
新
に
に
増
援
せ

ら
る
べ
き
こ
と
〉
な
る
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
L
」
は
、
投
費
せ
ら
る
べ
き
貯
蓄
の
存
在
を
認
め
る
ケ
イ
ン
ズ
の
皐
説

に
非
常
に
接
近
し
て
来
る
。
岐
に
ケ
イ
ン
ズ
の
指
摘
せ
る
如
〈
、
銀
行
が
貨
幣
の
供
給
ル
ニ
定
不
麗
に
保
持
す
る

こ
L
し
は
可
能
で
あ
る
が
、

汗
し
貯
替
の
増
加
せ
る
際
に
投
資
が
減
少
し
、

村吉

カH
1-

!"l 
!f 、
jt] 

衡
航
185 
(D 

又
は
貯
蓄
の
減
少
せ
る
場
人
口
に
投
資
が

何
等
か
の
拠
出
飢
の
輯
附
さ
れ
る
こ
と
は
公
易
に
想
像
し
得
ら
れ
あ
c

コ
ー
プ
ザ

ン
の
主
張
は
ケ
イ
ン
ズ
が
』
イ
エ
ク
の
詑
の
上
に
加
へ
し
非
難
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
蓋
し
コ

ー
プ
マ
ン
に
従
へ
ば
、
銀
行
は
貨
幣
供
給
量
を
退
城
、
放
出
に
件
ひ
て
趨
営
に
調
節
す
る
を
要
す
る
こ
と
と
な
る

か
ら
で
め
る
。

高
に
注
意
す
べ
き
は
、
貨
幣
堂
に
闘
す
る
見
解
が
』
イ
エ
ク
と
コ

l
プ
マ
ン
に
於
て
異
る
こ
と
で
め
る
。
J、
イ

エ
ク
は
貨
幣
量
を
貨
幣
量
と
疏
通
速
度
lc
の
積
な
り
と
考
へ
、
従
っ
て
流
通
速
度
の
鍾
化
す
る
場
合
に
は
、
之
に

迫
醸
し
て
貨
僻
巾
量
を
増
減
す
べ
し
と
説
く
の
で
あ
る
。
然
る
に
ヨ

l
プ
マ
シ
は
、
貨
幣
問
所
に
就
き
流
通
速
度
を
加

味
せ
守
、
流
通
速
度
が
制
使
化
し
で
も
退
摘
、
放
出
の
生
ぜ
古
る
限
り
貨
幣
の
中
立
性
は
奈
さ
れ
な
い
と
見
。
。
。
縫

っ
て
彼
は
流
通
速
度
の
麺
化
を
貨
幣
量
制
節
の
基
準
・
と
し
て
認
め
な
い
。
こ
れ
は
結
局
、
貨
幣
量
の
概
念
の
解
樺

如
何
に
基
く
こ
と
〉
思
ふ
が
、
雨
者
の
調
和
は
如
何
に
し
て
逢
せ
ら
れ
る
か
、
我
ム
干
の
更
に
考
慮
す
べ
き
問
題
な

h
と
信
す
る
。
(
一
九
=
豆
、
六
、
二
)

2) J. M. Keynes “Reply to Hayek's Reflections on tl刊 PlJreTheory Or !.¥Joney 
口fMr. I{eynes~' ， Economic~， Vol. XIJ p. 392-93・


